
おおさか環境ネットワークについて（案） 

すべての主体の参加と協働 
 
○環境教育・啓発の推進 
○すべての主体による環境保全・創造行動の展開 
○環境配慮の推進 
○環境をとおした広域連携・国際協力 

 
環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び 

環境教育並びに協働取組の推進 
 

○環境教育の充実 
 家庭・学校・職場・地域等における室の高い環境教育
の実施 
○協働（パートナーシップ）の推進 
 適切な役割分担を踏まえた協働取組を推進し、質の高
い効果的な取組を実現 

 
 

 

各主体間の連携と協働のもとで取組を進めるため、 
幅広く環境活動に取り組むネットワークを構築し、 

「なにわエコスタイル」の確立をめざす 

環境教育等促進法 大阪市環境基本計画 

おおさか環境ネットワーク 

快適な都市環境の確保 
ヒートアイランド対策や 

環境汚染対策等 

持続可能な大都市のモデルとなる 
『環境先進都市大阪』の実現 

 
我が国における 

「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）に関する 
グローバル・アクション・プログラム」実施計画 

 
（１）優先行動分野の推進 
 ①政策的支援 
  ＥＳＤに対する政策的支援 
 ②機関包括型アプローチ 
  ＥＳＤへの包括的取組 
 ③教育者 
  ＥＳＤを実践する教育者の育成 
 ④ユース 
  ＥＳＤを通じて持続可能な開発のための変革を進める   
 若者の参加の支援 
 ⑤地域コミュニティ 
  ＥＳＤを通じた持続可能な地域づくりの促進 
（２）ステークホルダーのコミットメントの促進 
  関係する全てのステークホルダーが、相乗的な方法で、       
 明確なゴールを設定し、活動を開発、支援、実施し、経   
 験を共有するためのプラットフォームを構築し、５つの 
 優先行動分野におけるモニタリング及び評価の方法を強化 
（３）国際アジェンダへのＥＳＤの反映 

ESD国内実施計画 

低炭素社会の構築 
地球温暖化対策の推進や 
低炭素型の都市づくり 

循環型社会の形成 
市民事業者との連携・協働による
ごみ減量リサイ クルの取組み等 
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